
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

①
平
成
19
年
中
に
営
業
、
農
業
、
配
当
、
不
動

産
、
譲
渡
な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
人

②
給
与
所
得
者
で
、
次
に
該
当
す
る
場
合

●
給
与
の
年
収
が
2
、0
0
0
万
円
を
超
え
る
人

●
2
か
所
以
上
か
ら
給
与
等
を
受
け
て
い
た
り
、

年
の
途
中
で
退
職
を
し
て
、
年
末
調
整
を
し

て
い
な
い
場
合

●
年
末
調
整
後
に
、
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
人

●
給
与
所
得
の
ほ
か
に
、
①
の
よ
う
な
所
得
が

あ
る
場
合

●
給
与
所
得
の
み
の
人
で
も
、
事
業
主
が
「
給

与
支
払
報
告
書
」
を
町
へ
提
出
し
て
い
な
い

場
合
。

③
公
的
年
金
受
給
者
で
、
次
に
該
当
す
る
場
合

●
公
的
年
金
収
入
以
外
に
、
①
の
よ
う
な
所
得

が
あ
る
場
合

●
公
的
年
金
収
入
の
み
で
、
所
得
控
除
を
受
け

る
場
合

④
医
療
費
控
除
・
住
宅
特
別
控
除
・
寄
付
金
控

除
・
雑
損
控
除
な
ど
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

⑤
国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯
の
世
帯
主

⑥
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
対
象
の
人

※
右
記
に
該
当
し
な
い
場
合
（
例
え
ば
、
給
与

所
得
の
み
で
年
末
調
整
を
受
け
て
い
る
場
合

や
、
所
得
が
無
く
家
族
の
扶
養
に
な
っ
て
い

る
場
合
）
は
、
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
青
色
申
告
の
人
、
損
失
申
告
の
人
、
土
地
・

建
物
・
株
式
等
の
譲
渡
所
得
の
あ
っ
た
人
及

び
贈
与
・
相
続
・
消
費
税
に
つ
い
て
は
、
税

務
署
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
に
必
要
な
も
の

①
印
か
ん

②
申
告
書（
税
務
署
か
ら
送
付
さ
れ
て
い
る
人
）

③
申
告
者
名
義
の
預
貯
金
通
帳
（
確
定
申
告
で

の
所
得
税
の
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
又
は
、

還
付
金
の
受
領
の
口
座
振
込
制
度
利
用
推
進

の
た
め
）

④
平
成
19
年
中
の
所
得
が
明
ら
か
に
で
き
る
書

類
●
給
与
・
報
酬
・
賃
金
・
年
金
等
が
あ
る
人
は
、

源
泉
徴
収
票
、
支
払
調
書
（
原
本
）

●
営
業
・
農
業
・
不
動
産
所
得
の
あ
る
人
は
収

支
内
訳
書
（
事
前
に
作
成
し
控
え
を
保
管
す

る
こ
と
）

●
配
当
・
一
時
・
雑
所
得
の
あ
る
人
は
そ
の
所

得
の
内
容
を
証
明
す
る
書
類

⑤
国
民
健
康
保
険
税
、
国
民
年
金
保
険
料
、
医

療
費
、生
命
保
険
料
、個
人
年
金
保
険
料
、
損

害
保
険
料
の
支
払
い
の
あ
る
人
は
、
領
収
書

又
は
証
明
書
。
障
が
い
者
控
除
を
受
け
る
人

は
障
が
い
者
手
帳
又
は
そ
れ
に
準
ず
る
書
類

⑥
ボ
ー
ル
ペ
ン
・
計
算
器
具
（
電
卓
等
）

申
告
を
し
な
か
っ
た
ら
…

●
国
民
健
康
保
険
加
入
者
は
、
保
険
税
の
軽
減

が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

●
国
民
年
金
保
険
料
の
申
請
免
除
が
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
。

●
児
童
扶
養
手
当
が
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

●
扶
養
関
係
・
福
祉
関
係
の
手
続
き
な
ど
に
必

要
な
証
明
書
の
交
付
が
で
き
ま
せ
ん
。
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特 
集 平成19年分所 得 税 確定申確定申 告告

平成20年度町県民税 申告相申告相 談談
受付期間＝2月18日（月）～3月17日（月）

町では、上記期間中申告
相談を受付けますので、お
早めに申告してください。
なお、地区日程日に申告

できない人は、受付期間内
に申告してください。（土・
日曜日を除く）
収支内訳書、医療費控除

の明細書は事前に作成して
ご持参ください。



国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
証

明
書
等
の
添
付
（
提
示
）
義
務

に
つ
い
て

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除
す
る

場
合
に
、
1
年
間
の
納
付
額
を
証
明
す
る
書
類

を
添
付
等
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
社
会
保
険
庁
か
ら
納
付
額
を
証
明
し
た
控

除
額
証
明
書
（
ハ
ガ
キ
）
が
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
申
告
の
際
は
こ
の
証
明
書
や
領
収
書
を
必

ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
の
領
収
書
や

控
除
証
明
書
を
な
く
し
て
し

ま
っ
た
場
合
は
？

社
会
保
険
事
務
所
や
専
用
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

に
、「
基
礎
年
金
番
号
」「
氏
名
」「
住
所
」「
生

年
月
日
」
等
を
申
し
出
て
、
控
除
証
明
書
の
再

発
行
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
連
絡
先
＝

宇
都
宮
西
社
会
保
険
事
務
室

1
０
２
８
（
６
２
２
）
４
２
２
２

専
用
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

1
０
５
７
０
（
０
０
）
９
９
１
１

医
療
費
控
除
を
受
け
ら
れ
る
人
へ

自
己
、
又
は
生
計
を
共
に
す
る
配
偶
者
や
、

そ
の
他
親
族
の
た
め
に
医
療
費
を
支
払
っ
た
場

合
に
は
、
医
療
費
控
除
の
計
算
方
法
、
又
は
下

の
算
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
を
、
医
療
費

控
除
と
し
て
控
除
さ
れ
ま
す
。

医
療
費
の
控
除
を
受
け
る
人
は
、
医
療
費
の

領
収
書
を
「
医
療
費
を
受
け
た
人
」「
医
療
機

関
」「
支
払
医
療
費
」
の
順
に
整
理
・
計
算
し
、

事
前
に
医
療
費
の
明
細
書
に
記
入
の
う
え
ご
持

参
く
だ
さ
い
。
明
細
書
の
用
紙
は
税
務
課
に
置

い
て
あ
り
ま
す
。

☆
必
要
な
書
類
等

医
療
機
関
か
ら
の
領
収
書
、
支
払
っ
た
医
療

費
に
対
し
社
会
保
険
な
ど
か
ら
支
給
を
受
け
た

療
養
費
や
分
娩
費
の
ほ
か
、
給
付
さ
れ
た
金
額

を
明
ら
か
に
す
る
明
細
書

※
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
支
払
額
の
う
ち
医

療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
金
額
に
つ
い
て
は
、

領
収
書
に
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

●
医
療
費
と
な
ら
な
い
も
の

・
医
師
な
ど
へ
の
謝
礼

・
健
康
診
断
や
美
容
整
形
の
費
用

・
疾
病
予
防
や
健
康
増
進
な
ど
の
医
薬
品
や
、

健
康
食
品
の
購
入
費
等

▼
問
い
合
せ
先
＝

税
務
課
　
住
民
税
係

1
%6
９
１
２
２
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特集 

見
直
そ
う
　
あ
な
た
の
税
の
　
大
切
さ
　
　
　
　
　
　
上
三
川
中
学
校
　
3
年
　
石
戸
　
悠
太

受付時間

午前の部

午前8時45分～

11時

午後の部

午後1時～4時

会　　場

上三川町役場

3階大会議室

※混雑のため長時間お
待ちいただく場合が
あります。また、混
雑の状況により午前
の受付でも、午後に
なる場合があります
のでご了承ください。

所得税の確定申告・町県民税の申告相談日程表
地　　　　　　　区　　　　　　　名日　　付

三ツ家・常光坊・下町1区・2区・雇用促進住宅・雇用促進住宅南（月）２月１８日

下町3区・4区・5区・中町・大町・東舘南部・泉町・三本木（火）２月１９日

上町・東舘北部・日産アパート（水）２月２０日

井戸川・愛宕町・願成寺・上蒲生東・桃畑・友愛苑（木）２月２１日

上蒲生北部・上蒲生南部・下蒲生・坂上河原（金）２月２２日

五分一・三村・坂上本田（月）２月２５日

峰町・睦渕・しらさぎ・マロニエプラザ（火）２月２６日

大山第1・第2・第3・第4・天神町（水）２月２７日

西町・本町・城台・下多功・多功下坪・下梁・間の田（木）２月２８日

下神主・上神主・薄市・石田下坪・西田南・西田北・トータスホーム（金）２月２９日

島崎・石田上坪・鞘堂・西浦・富士見台・県営かみのかわ住宅（月）３月３日

上梁・川中子1区・2区・3区・ゆうきが丘第1・第2（火）３月４日

ゆうきが丘第3・第4・第5（水）３月５日

本郷台第1・第2（木）３月６日

本郷台第3・上郷1区・2区（金）３月７日

上郷3区・4区・5区・西蓼沼・青雲寮（月）３月１０日

東蓼沼西・東蓼沼東・中根・向川原・上文挾・西汗上東・露無・ひがしはら（火）３月１１日

東汗東・東汗西・西木代（水）３月１２日

西汗上西・西汗下（木）３月１３日

磯岡・美里・並木（金）３月１４日

申　　告　　書　　審　　査　　日（月）３月１７日

－ － ＝

医療費控除の計算方法

そ
の
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費

そ
の
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費

　

万
円
又
は
総
所
得
金
額
の

１０５
％（
ど
ち
ら
か
少
な
い
額
）

医
療
費
控
除
額（
最
高　

万
円
）

２００

保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る

金　

額



特集 

4広報かみのかわ　20.2.1

●
家
屋
の
床
面
積
が
50
㎡
以
上
で
、

か
つ
、
2
分
の
1
以
上
が
居
住
用

で
あ
る
こ
と
。

●
控
除
を
受
け
る
年
の
所
得
金
額
が
、

3
、
0
0
0
万
円
以
下
で
あ
る
こ

と
。

●
民
間
の
金
融
機
関
や
、
住
宅
金
融

公
庫
な
ど
の
住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用

し
て
い
る
こ
と
。

●
住
宅
ロ
ー
ン
の
返
済
期
間
が
10
年

以
上
で
、
し
か
も
月
賦
の
よ
う
に

分
割
し
て
返
済
す
る
こ
と
。

●
入
居
し
た
年
又
は
そ
の
前
後
2
年

以
内
に
、
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特

例
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い
（
受

け
な
い
予
定
で
あ
る
）
こ
と
。

中
古
住
宅

●
新
築
住
宅
の
要
件
に
当
て
は
ま
る

こ
と
。

●
そ
の
家
屋
の
取
得
の
日
以
前
、
20

年
以
内
（
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
耐
火

建
築
物
に
つ
い
て
は
25
年
以
内
）

に
建
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

な
ど
。

●
建
築
後
、
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
あ

る
家
屋
で
あ
る
こ
と
。

増
改
築
等

●
自
己
の
所
有
し
て
い
る
家
屋
で
、

自
己
の
居
住
用
に
使
用
し
て
い
る

も
の
の
増
改
築
で
あ
る
こ
と
。

●
増
改
築
を
し
た
後
の
家
屋
の
床
面

積
が
50
㎡
以
上
で
、
し
か
も
上
記

の
新
築
住
宅
の
要
件
も
満
た
し
て

い
る
こ
と
。

●
増
改
築
等
の
工
事
費
用
が
、
100
万

円
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

●
自
己
の
居
住
用
部
分
の
工
事
費
用

の
額
が
、
増
改
築
等
の
工
事
費
用

平
成
19
年
中
に
住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
て
住
宅
を
新

築
・
購
入
・
増
改
築
を
し
た
人
は
、
一
定
の
要
件
に
あ
て

は
ま
れ
ば
、
次
の
①
又
は
②
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
所
得
税

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。（
1
度
ど
ち
ら
か
を
選
択
す
る
と
、

あ
と
か
ら
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。）

こ
の
特
別
控
除
を
受
け
る
に
は
、
最
初
の
年
に
確
定
申

告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

給
与
所
得
者
を
対
象
に
、
左
記
に

よ
り
申
告
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
の

で
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受

け
る
人
は
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
2
月
8
日（
金
）午
前
10

時
及
び
午
後
1
時
30
分
の
2
回

※
出
席
さ
れ
る
人
は
、
必
ず
開
始
時

間
10
分
前
ま
で
に
受
付
を
済
ま
せ

て
く
だ
さ
い
。

▼
場
所
＝
役
場
3
階
大
会
議
室

◎
説
明
会
に
お
い
て
は
、
申
告
書
の

作
成
ま
で
説
明
・
指
導
し
ま
す
の

で
、
そ
の
場
で
申
告
を
済
ま
せ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
当
日
来
ら
れ
な
い
人
で
、
還
付
申

告
書
の
作
成
な
ど
で
相
談
を
希
望

さ
れ
る
人
は
、
宇
都
宮
税
務
署
特

設
会
場
（
マ
ロ
ニ
エ
プ
ラ
ザ
2
月

4
日（
月
）〜
3
月
17
日
（
月
））
又

は
、
町
役
場
の
確
定
申
告
（
2
月

18
日（
月
）〜
3
月
17
日（
月
）を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎
当
日
以
外
で
申
告
書
を
提
出
す
る

人
は
、
で
き
る
だ
け
自
分
で
作
成

し
、
郵
送
な
ど
で
提
出
さ
れ
る
よ

う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

■
各
種
要
件

新
築
住
宅

●
住
宅
取
得
後
6
か
月
以
内
に
入
居

し
、
引
き
続
き
住
ん
で
い
る
こ
と
。

新
築
・
購
入
・
増
改
築
を
し
た
人
は
忘
れ
ず
に
…

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
申
告
説
明
会

■申告に必要な書類等
①住民票（平成20年1月1日以降に発行
したもの）
②工事請負契約書又は売買契約書のコピ
ー（契約年月日、契約金額、契約者名、
物件記載のページ及び収入印紙が貼付
してあるページのコピーが必要です。）
③宇都宮法務局交付の最新の建物の登記
事項証明書（登記簿謄本）
※権利証（登記済証）は登記事項証明
書ではありません。

④宇都宮法務局交付の敷地等の登記事項
証明書（登記簿謄本）、敷地等の売買
契約書の写し（住宅敷地等の取得にか
かる借入金が含まれている場合）
⑤住宅取得資金に係る借入金の年末残高
証明書（2か所以上から交付を受けて
いる場合はすべての証明書）
⑥増改築などの場合は、①～⑤のほか建
築確認済証の写し、又は建築士の交付
を受けた増改築等工事証明書
⑦平成19年分の給与の源泉徴収票（原本）
⑧印かん及び申告者名義の預貯金口座
⑨ボールペン、卓上計算機

◎控除額の算出方法（最高控除額200万円）

①住宅借入金等特別控除（控除の期間10年）

住宅ローン控除等の年末残高 控除額
1 ～ 6年目 ×1％＝

（最高2,500万円） （最高25万円※）

住宅ローン控除等の年末残高 控除額
7～10年目 ×0.5％＝

（最高2,500万円） （最高12.5万円※）

②住宅借入金等特別控除の特例（控除の期間15年）

住宅ローン控除等の年末残高 控除額
1 ～10年目 ×0.6％＝

（最高2,500万円） （最高15万円※）

住宅ローン控除等の年末残高 控除額
11～15年目 ×0.4％＝

（最高2,500万円） （最高10万円※）

税
金
で
　
今
日
も
笑
顔
を
　
あ
り
が
と
う
　
　
　
　
　
　
本
郷
中
学
校
　
2
年
　

原
　
伯
美



正
し
い
申
告
を
！

所
得
税
は
、
自
分
の
所
得
の
状
況
を
最
も

よ
く
知
っ
て
い
る
皆
さ
ん
が
、
税
法
に
従
っ

て
自
分
の
所
得
と
税
額
を
正
し
く
計
算
し
、

期
限
内
に
申
告
、
納
税
す
る
と
い
う
『
申
告

納
税
制
度
』
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
が

期
限
ま
で
に
申
告
を
し
な
か
っ
た
り
、
誤
っ

た
申
告
を
し
ま
す
と
、
後
で
不
足
分
を
納
め

る
だ
け
で
な
く
、
不
足
税
額
の
15
％
、
又
は

10
％
の
加
算
税
が
課
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
、

さ
ら
に
延
滞
税
も
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
に
な
り
ま
す
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
定

申
告
書
等
の
作
成
が
で
き
ま
す

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
申
告
書
等
を
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
、
こ
こ
で
作
成
し
た
申
告
書

を
印
刷
し
、
税
務
署
に
提
出
で
き
ま
す
。

ア
ド
レ
ス
＝http://w

w
w
.nta.go.jp

入
力
画
面
の
案
内
に
従
っ
て
金
額
等
を
入

力
し
ま
す
と
、
計
算
結
果
の
表
示
や
印
刷
が

で
き
ま
す
。

詳
し
い
利
用
方
法
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
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未
来
へ
と
　
つ
な
げ
て
い
こ
う
　
納
税
義
務
　
　
　
　
　
明
治
中
学
校
　
2
年
　
中
島
　
貴
大

税税
務務
署署
かか
らら
のの
おお
知知
らら
せせ

住宅のバリアフリー改修工事等に係る住宅借入金等特別控除
●平成19年4月1日以降に住宅ローン等を利用してマイホームをバリアフリー改修工事（その工
事費用（補助金等をもって充てる部分を除く。）が30万円を超えるものに限ります。）を含む
増改築等工事を行い、居住の用に供した場合、一定の要件に当てはまれば5年間、特定増改築
等住宅借入金等特別控除を受けることができます。
●住宅借入金等特別控除又は住宅借入金等特別控除の特例と選択適用できます。

【控除額の算出方法】
平成19年4月1日～平成20年12月31日居住分
対象工事①+②の合計で1,000万円を限度

【対象者】
ａ50歳以上の者ｂ要介護又は要支援の認定を
受けている者ｃ障がい者である者ｄ前記ｂ若
しくはｃに該当する者又は65歳以上の者であ
る親族と同居を常況とする者

【控除を受けるための手続き】
確定申告書に次のような書類を添付すること
が必要です。
①（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額
の計算明細書②住宅取得資金に係る借入金の
年末残高証明書③登記事項証明書④工事請負
契約書⑤住民票の写し⑥増改築等工事証明書
⑦対象者がｂ又はｄでｂに該当する者の場合
は介護保険の被保険者証の写し⑧補助金等の
額を証する書類

【対象となるバリアフリー改修工事】
①廊下の拡幅②階段の勾配の緩和③浴室改良
④便所改良⑤手すりの設置⑥屋内の段差の解
消⑦引き戸への取替え工事⑧床表面の滑り止
め化

ご不審な点があるときは、宇都宮税務署まで
電話等によりお問い合わせください。
▼問い合せ先＝宇都宮税務署　総務課

1０２８（６２１）２１５１

にせ税理士にご注意を！
税金の申告手続などを税理士に依頼する

人が多いと思いますが、その際には、法律
により税理士業務を行うことができる人に
依頼してください。この時期には、税務書
類の作成などを税理士に依頼する人が多い
ことに便乗して、税理士業務を行えない人
が申告書の作成などを行っている場合があ
ります。このようないわゆる「にせ税理士」
は、法律に違反するだけでなく、依頼した
人に迷惑をかける結果となることが多いの
で、くれぐれもご注意ください。
税務署職員を装った不審な電話
最近、税務署職員を装い、現金自動預け

払い機（ATM）を操作させ、振込みを行わ
せる「振り込め詐欺」による被害が発生し
ています。税務職員が納税者の皆さんに電
話でお問い合わせする場合は、提出してい
ただいた申告書等を基にその内容をご本人
に確認することを原則としております。

気をつけよう…振り込めサギやエセ行為



白
色
申
告
の
人
は

収
支
内
訳
書
の
添
付
を
！

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
、
山
林
所
得
の

あ
る
人
で
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
人
は
、

そ
の
年
の
総
収
入
金
額
や
必
要
経
費
の
内
容

を
記
載
し
た
収
支
内
訳
書
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

申
告
書
の
記
入
に
当
た
っ
て
！

申
告
書
を
自
分
で
書
く
時
は
、「
所
得
税

の
確
定
申
告
の
手
引
き
」
な
ど
を
参
考
に
し

て
く
だ
さ
い
。

「
所
得
税
の
確
定
申
告
の
手
引
き
」
に
示

さ
れ
て
い
る
記
載
例
に
基
づ
い
て
記
入
し
て

い
く
と
、
所
得
や
税
額
の
計
算
が
簡
単
に
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
自
分

で
記
入
し
て
お
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

税
金
の
還
付
は
口
座
振
込
で

還
付
申
告
さ
れ
る
人
は
、
本
人
の
預
金
口

座
へ
の
振
込
に
よ
る
還
付
金
の
受
取
り
が
大

変
便
利
で
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

振
込
み
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
確
定
申
告

書
の
「
還
付
さ
れ
る
税
金
の
受
取
場
所
」
欄

に
、
振
込
先
金
融
機
関
名
・
預
金
種
別
、
口

座
番
号
を
正
確
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。
還
付

金
振
込
時
に
は
、
税
務
署
か
ら
振
込
通
知
書

が
送
付
さ
れ
ま
す
。

申
告
書
作
成
が
で
き
た
ら

提
出
は
郵
送
で
お
早
め
に
！

申
告
書
は
、
郵
送
な

ど
に
よ
り
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
確
定

申
告
の
期
間
中
は
申
告

会
場
が
大
変
混
雑
し
ま

す
の
で
、
税
務
署
に
郵

送
等
で
提
出
す
る
こ
と

を
お
勧
め
し
ま
す
。

▼
送
付
・
問
い
合
せ
先
＝

〒
３
２
０
ー
８
６
５
５

宇
都
宮
市
昭
和
二
ー
一
ー
七

宇
都
宮
税
務
署

1
０
２
８
（
６
２
１
）
２
１
５
１

納
税
は
期
限
内
に

振
替
納
税
の
ご
利
用
を
！

平
成
19
年
分
の
確
定
申
告
に
よ
る
所
得
税

の
納
期
限
は
、
3
月
17
日（
月
）で
す
。

期
限
内
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
振
替
納
税
を
利
用
さ
れ
て
い
る
人

は
、
指
定
さ
れ
た
預
貯
金
口
座
の
残
高
を
確

認
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
振
替
納
税
を
ま

だ
利
用
さ
れ
て
い
な
い
人
は
、
手
数
が
省
け
、

う
っ
か
り
納
税
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
な

い
振
替
納
税
が
大
変
安
全
で
便
利
で
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

振
替
納
税
の
場
合
の
振
替
日
＝

4
月
22
日（
火
）
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日曜日（2月24日・3月2日）

の休日でも開催

確定申告会場は『マロニエプラザ』
宇都宮税務署では平成19年分の所得税・贈与税

及び個人事業者の消費税の申告の相談と申告書の受
付を、昨年に引き続きマロニエプラザで行います。
開設期間は2月4日（月）から3月17日（月）までと

なります。
なお、土・日曜日・祝日は開設しておりませんが、
2月24日と3月2日の日曜日に限り、開設していま
す。（現金納付の窓口業務は行いません。）
また、期間中他の催事と重なる場合や期間の後半

は、申告会場や駐車場が大変混み合い、長時間お待
ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承
ください。
この期間以外については税務署が確定申告会場と

なります。
▼問い合せ先＝

宇都宮税務署

1０２８（６２１）２１５１


